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警察庁指定の「広域技能指導官」に防犯指導の分野で全国初めて指定をお受けされましたので、お知らせいたし
ます。

広島県警察本部生活安全部安全安心推進課　課長補佐

佐藤　百實（さとう　ももみ）氏

【指定理由】
　防犯指導に卓越した知識・技能を有しており、防犯に関する各種施策を主導するとともに、事業者に対する
防犯CSR活動促進の指導等に精力的に取り組んでいる。

【広域技能指導官制度とは】
　卓越した専門的な技能又は知識を有する警察職員を「警察庁指定広域技能指導官」として、警察庁長官が
指定することにより、名誉をたたえるとともに、都道府県警察の枠組みを超えた広域活用を図ることを目的とし
て、平成6年１月に制定。
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